
改正健康増進法
（平成30年7月18日成立）

東京都受動喫煙防止条例
（平成30年6月27日成立）

幼稚園、小・中・高校、
大学、病院、行政機関

敷地内禁煙
（屋外喫煙所の設置は可）

敷地内禁煙（幼稚園・保育所、
小中高校は屋外喫煙所も不可）

大規模の飲食店
（チェーン店など）

資本金＞5000万円の飲食店、
客席面積＞100 m2 の飲食店、
また新規に開業する飲食店は
屋内禁煙（喫煙室の設置可）

従業員のいる飲食店は例外なく
屋内禁煙（喫煙室の設置可）

小規模の飲食店
（個人経営店など）

資本金≦5000万円かつ
客席面積≦100 m2の既存店は
標識を掲示すれば喫煙可
（期限つきの経過措置）

従業員がいない飲食店のみ
（同居中の家族だけで営業する店）

標識を掲示すれば喫煙可

飲食店内での
加熱式タバコの扱い

「当分の間（期限は未定）」の経過措置として
加熱式タバコ専用の喫煙室内ならば飲食しながらの使用も可

その他の施設
（オフィス、ホテルなど）

原則屋内禁煙（喫煙室の設置可）

未成年者の保護規定 喫煙スペースへの立ち入り禁止

罰則（行政処分）
管理者：50万円以下の過料
喫煙者：30万円以下の過料

管理者：5万円以下の過料
喫煙者：3万円以下の過料

（加熱式タバコには罰則適用せず）

（厚労省・東京都HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html , http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/04/20/19.html ）



改正後も国際レベルでは １段階の改善


